
 
 

さとく  美しく  たくましく 

新年度が始まって１週間が過ぎました            

 今年は、３月に気温が低い日が続き、桜の開花が遅くなりまし

た。おかげで始業式・入学式には体育館横のきれいな桜が２６３

名の生徒たちを迎えてくれました。新入生は７９名。令和６年度

のスタートです。進級した２・３年生の始業式での姿、１年生の

入学式に臨む姿がとても立派で、これからすばらしい白鷗中学校

を築いてくれると確信しました。 

 ３年生は最上級生として学校の“顔”です。２年生は中堅学年として学校を支える“柱”

です。１年生はこれからの白鷗中の“宝”です。子どもたちの成長を楽しみにしています。 

 ４月より自校昇任で校長になりました北川 誠です。どうぞよろしくお願いいたします。 

４月５日、あいにくの雨となった入学式でしたが、体育館 

の中は、新入生の心を表すような快晴で、厳粛な中にもどこ 

か清々しい雰囲気で式は行われました。 

担任による呼名では、緊張しながらも元気に返事をしてく 

れました。３年生有志による校歌紹介では、先輩として堂々 

と歌い上げてくれました。歌詞には『誇りは高し 小田原白鷗』

とあります。この歌詞を実現すべく全校生徒で日々の学校生活を充実させてほしいと願い

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【校長自己紹介】 

 校長の「北川 誠」と申します。白鷗中勤務３年目となりました。 

生徒が「笑顔で、この学校に通いたい」、職員が「笑顔で、この学校で働きたい」と思える

ような学校をめざしてまいります。１年間よろしくお願いします。 

 ・趣味：スポーツ観戦、ゆっくりランニング、跳ねることしかできないトランポリン 等 

令和６年４月 1５日 

小田原市立白鷗中学校
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○スマイル・・・全員が笑顔で生活できる学校を！ 
○スタディ・・・学校は「学習」の場、自ら進んで！ 
○チャレンジ・・学校は失敗していい場所。結果を気にせずチャレンジ！ 

 

 

めざす学校像 【Ｓ・Ｓ・Ｃ あふれる学校】 

～Ｓｍｉｌｅ スマイル 

Ｓｔｕｄｙ スタディ 

Ｃｈａｌｌｅｎｇｅ チャレンジ～ 



＜本年度の白鷗中学校の職員を紹介します＞ 

【３学年】 

主任  加藤雅文(理科) 

１組  奥脇拓海(保健体育)  ２組 古家知美(国語)   ３組 山口夏季(数学) 

５組Ｂ 關谷 陸 (保健体育) 

副担任 國井俊寿(美術) 市川裕大朗(英語・進路指導主任)  森 友子(養護教諭) 

【２学年】 

主任  桑原紀明（理科） 

１組  山口僚介(数学)  ２組 原 海晴（保健体育）  ３組 大徳未来(社会) 

５組Ｂ 渡邉みどり(家庭) 

副担任 伊與田裕樹（英語） 生出 悠(技術)  小泉満利子(国語) 

【１学年】 

主任  髙橋ひろみ(英語)  

１組  水野直樹(国語)  ２組 澁谷佳那（音楽） 

５組Ａ 杉山暁子(５組主任) 

副担任 髙橋輝和(社会・教務主任) 仁藤美優(保健体育)  

【全体に関わる職員】   北川 誠(校長)       佐藤亜良太(教頭) 

森 友子(養護教諭)   神尾弘美(事務主事)  清水 聡(拠点校指導員) 

石黒 茂・加藤良子・齋藤純子(個別支援員)   中山淳子(個別支援員・ｽｸﾎﾞﾗ CO) 

塩﨑喜美子(学校司書) 横倉知子(ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ)  漆谷聖子(ｽｸｰﾙ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｽﾀｯﾌ)  

中井マチ子・岡田愛子・長島とも子(用務員) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  

教育相談について 
【教育相談コーディネーター】 

・森 友子・杉山暁子・古家知美 
 ３名で担当しています。 
【スクールカウンセラー】 
・横倉知子 
スクールカウンセラーは原則、水曜日勤務

となり、相談は南館３階「かもめルーム」で
行います。 
かもめルーム直通電話 TEL 35-8356 

 

★就学支援制度をご存じですか？★ 

市立小・中学校に通学しているお子さんの保護者に対して、教育費(給食費・学用品

費等)の援助をする制度です。なお、援助にあたっては所得制限等の審査があります。 

詳細は、小田原市教育委員会 

教育指導課学事係まで TEL 33-1682 

【自転車ヘルメット努力義務化】 

 改正道路交通法の施行により、令
和５年４月１日より自転車利用者の
ヘルメット着用が努力義務化されま
した。努力義務ではありますが、お
子様の命を守るために是非ヘルメッ
トの準備をお願いします。学校でも
休日の部活動などに自転車を利用す
る場合は、着用を勧めていきたいと
思います。 


